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TAC出版 

科目 P 行等 改正前 改正後 

健保 

12 

問題 11 

下から 

２行目 

に相当する額とを合算した額 

に相当する額並びに当該事業年度に

おいて行った子ども・子育て支援納

付金の納付に要した費用の額の 12分

の１に相当する額を超えない範囲内

において当該年度における保険者の

子ども・子育て支援納付金の納付に

要する費用を勘案して厚生労働大臣

が内閣総理大臣と協議して定める額

に合算した額 

40 
問題２ 

２行目 
診療所は、指定の日から 

診療所は、原則として、指定の日か

ら 

41 

解答２ 

３～４行

目 

診療所を除く。）に限られている。 

診療所及び３年以内の期限を付して

保険医療機関の指定をされている診

療所を除く。）に限られている。 

 

 以 上 


